
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 特別支援学校、特別支援学級に通う就学児童、地域に住んでいる障害を持っている大人 

開所日 月～水曜日、金、土曜日（木、日曜日、祝日、お盆、年末年始除く） 

利用料金 各ご家庭の世帯所得により月間負担上限額 

が定められています。詳細につきましては、お問い合わせください。 

職員 管理者 1 名、相談員 1 名。 

 相談支援事業所は、障害のある方やご家族が障害福祉サービスを利用するにあたって、相談

ができる場所です。以下の３つの基本方針を大切にして、相談を受けています。 

1. 利用者の方が安心して相談できるようにします。 

2. 行政や関係機関と相談や協力していきます。 

3. 制度上では解決できないことを社会に発信していきます。 

社会福祉法人 げんきの家 

障害者・児 指定特定相談支援事業所 

げんき相談支援事業所 

連絡先：〒910-0804 福井市高木中央 2 丁目 401 番地 

電 話：0776-52-8990 

携帯：090-3295-6700  

＜概要＞ 


